
生活困窮者支援の現場からみえる課題

沖縄県司法書士会 権利擁護委員 安里長従

2022.11.27



司法書士と住宅問題

• 司法書士は、不動産や会社などの登記業務のほか、債務整理（１４０万までの紛
争の任意整理、簡易裁判所での訴訟代理、自己破産や民事再生など裁判所に
提出する書類作成）や相続・成年後見などに関する業務を行っている。

• 司法書士は「国民の権利を擁護し、もて自由かつ公正な社会の形成に寄与す
る」の使命のもと、特に債務整理においては、借金の解決のみならず、依頼人の
生活再建のための直接業務ではない権利擁護・権利保障活動も行う。

• これらは司法書士が地域におけるもっとも身近な相談相手として、市民の生活
の現実から出発している

• 債務整理の相談者から2017年2月に受けた相談。県営住宅の契約者であった

親が亡くなり、同居していた子が入居の承継を希望しているにもかかわらず、そ
の承継申立てが受理してもらえず、家賃が3倍となるとの通告書が届いたというこ
とで相談者と一緒に県の住宅供給公社を訪ねた。



司法書士と住宅問題

• 公社に確認したところ、県の示す条件を満たした保証人が確保できないので入
居の承継申立書を受理できない、契約名義人でないので毎年の家賃決定のた
めの収入申告書も受理できない、したがって家賃の算定ができないので、家賃
を一番高い基準（それまでの3倍程度）に上げるという通告書を出したという事実
が判明。

• 県公営住宅の「入居者募集のしおり」には、連帯保証人の条件として、①できる
だけ県内に住んでいる人、②団地への同居予定者ではない人、③公営住宅に
入居していない人、④現在、公営住宅入居者の連帯保証人でない人、⑤年収
が200万円以上（自営業者は所得が130万円以上）⑥年齢60歳未満で、できるだ
け親族であること、など6点が記載。

• しかし県条例の保証人要件は「入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、
知事が適当と認める連帯保証人１人」としか記載されていなかった。



司法書士と住宅問題

• その際、公社の相談窓口の向かいに「貧乏退散」というステッカーが貼られてい
るのを発見した。問題だと感じ、県紙に情報提供したところ、報道がされた。同時
に同様の保証人の条件が県のみならず、那覇、宜野湾、糸満、豊見城、うるま、
宮古島、読谷、嘉手納、北谷、与那原の10市町村でも設けられ、このような高い

収入要件を定めているのは、全国でも沖縄県と石川県のみであることが明らか
になった。



H29.3.1 沖縄タイムス H29.3.2 琉球新報



H29.3.3 沖縄タイムス H29.3.3 琉球新報



H29.3.10 沖縄タイムス



司法書士と住宅問題

• 報道後、県は「入居募集のしおり」を改定し、「入居にあたり、入居決定者と同程
度以上の収入を有する連帯保証人を1人 ＊連帯保証人を準備する事が困難

な方は、入居案内時に公社にお問い合わせください。」との記載に変更。相談
者も無事承継申立てが受理された。

• これを受けて県内市町村でも保証人条件改定の動きが広がるかと思われたが、
そうはならなかった。

• 例えば那覇市は、県と同様の資格を有する連帯保証人が2人必要であった。

• 貧困の問題が深刻な沖縄において、このような収入条件を満たす保証人を確保
できる市民が果たしてどれほどいるのだろうか、強く疑問に感じた。



司法書士と住宅問題

• 公営住宅法第1条「国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅

を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、（中略）国民生活の
安定と社会福祉の増進に寄与することを目的」と規定。

• 各都道府県知事宛て通達「公営住宅管理標準条例(案)について」（平成8年）では、連帯保証に

ついて「入居決定者と同程度以上の収入を有する者」、「入居者の努力にかかわらず、保証人が
見つからない場合には、保証人の免除などの配慮を行うべきである」と規定。

• 2017年8月、沖縄クレサラ・貧困被害をなくす会（2019年2月解散）、沖縄憲法25条を守るネット

ワーク、母子支援団体であるしんぐるまざあず・ふぉーらむ沖縄と、「那覇市営住宅の連帯保証
人の条件を改定するべきとする陳情」を提出。

• この陳情は2017年那覇市議会9月採択、同年12月市営住宅条例の改正案が全会一致可決。
2018年1月「入居募集のしおり」が「入居決定者と同程度の以上の収入を有する連帯保証人が必
要。この要件を満たせない場合は入居案内時にご相談ください。」と改定。



H29.9.2 沖縄タイムス
H29.9.4 琉球新報



H29.11.29 沖縄タイムス H29.11.30 琉球新報



司法書士と住宅問題

• もともと保証人を頼める人と、頼めない人で公営住宅の申込資格が区別されるのは、不合理な
区分であり、差別的であると感じていたところ、時をおなじく、国土交通省は『「公営住宅管理標
準条例(案)について」の改正について』（平成30年3月30日国住備第505号）を発出し、標準条例
（案）から保証人に関する規定を削除。

• また、国土交通省は上記同日、各都道府県・政令指定都市住宅主務部長宛ての「公営住宅へ
の入居に際しての取扱いについて」（国住備第503号）において、「緊急時の連絡先が確保でき

ない場合にも入居の支障とならないよう、地域の実情等を総合的に勘案して、適切な対応をお
願いいたします。」と通知。

• このような動向を踏まえ、県内の自治体において公営住宅の保証人を廃止する流れが出てくる
かと期待をしていたが、実際にはそうはならず、2019年12月、沖縄憲法25条を守るネットワーク、

しんぐるまざあず・ふぉーらむ沖縄の連名で県及び県内市町村議会に対し、「保証人を不要とす
る条例改正等を求める陳情を提出。2020年3月に与那原町、2021年3月に那覇市で採択された
が、県及び他市町村の反応は弱かった。

• そこで、法律家団体からこの問題をきちんと訴えていく必要性を感じ、沖縄県司法書士会で会長
声明を発出し、これを実効あるものとするため沖縄県司法書士会で2021年8月陳情活動を行った。



R3.8.21 琉球新報



R3.9.3 琉球新報



R3.9.30 琉球新報



R3.10.12 沖縄タイムス R3.10.13 琉球新報







司法書士と住宅問題

• 県及び12市町村が保証人を廃止したとはいえ（浦添市、読谷は令和５年度廃止予

定）、まだ南城市、宜野湾市、沖縄市、名護市、うるま市、宮古島市、石垣市という都
市部の公営住宅の需要が高い地域で保証人が廃止されていない。当会では、今後も、
こうした自治体に対して、引き続き保証人廃止を求めていく。

• また、沖縄は公営住宅の応募倍率が高く、2019年度は県営住宅が7.4倍（一般世帯の
申込総数は708件、うち入居は71件。優遇世帯は申込総数2141件、うち入居は314件）、
那覇市営住宅は15.8倍と、全国平均の3.4倍を大きく上回わる（2014年度は申込総数
1857件、うち入居86件、倍率21.6倍）。

• 公営住宅戸数の人口比は全国3位と高く、新設には限界があることも事実。しかし、深

刻な貧困が問題となる沖縄県において、住宅の確保は生活に必要な食、保育、医療、
介護、教育などへのアクセスのための基底となるもの。

• 「すべての市民」に「幸福」を追求する最低限度の「自由」を保障するための行政の役
割は大きい。司法書士として、生活困窮者支援の現場からみえる課題を可視化し、共
有し、その改善を求めていきたい。


